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所属   旭 区 役 所   

旭区長改革マニフェスト進捗状況表 

市政改革基本方針の８７項目を受けた区の具体的取組 

 

１．マネジメント改革 

局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着 手済

○ 

(H21 完

了 予定

は◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

・証明書発行窓口業務について民間委託の検討・

実施する。 

条件が整い次

第実施 

関係局・区による検討会の開催(18 年５

月) 

 

戸籍事務の全市的電算処理化等、全市

的動向を受けて改めて再検討を行う   ○    

・窓口案内業務を民間委託し、区民サービスの向

上等を図る。 

条件が整い次

第実施 

・公募型指名競争入札の実施(１９年３

月) 

・民間委託の実施（19 年 4 月から） 

継続して取り組む 

 ◎      

・公用車を廃止し、自動車運転手の活用を検討す

る。 

 

平成 18 年度中

に実施 

公用車を廃止した。（18 年 3 月） 

自動車運転手は、地域安全対策業務に

従事した。（18 年 4月） 

 

◎    

・超過勤務手当の縮減などの経費の節減に努め

る。 

 

平成 18 年度か

ら実施 

超過勤務手当の前年度比５％の削減(19

年 3 月) 

・超過勤務手当前年度比 0.6％の削減

(20 年 3 月) 

・超過勤務手当前年度比 6.0％の削減

(21 年 3 月) 

超過勤務手当の前年度比２％の削減 

    ○  

１身の丈に合

わせた経常

経費の圧縮 

①経常経費の 2割削減（当面

5年間で 900 億円の削減） 

区の経常経費（区まちづくり推進費：区予算が創

設された平成 19 年度以降に局から移管された事

業）について、大阪市全体の方針であるマニフェス

ト期間中（Ｈ18 年度～22 年度）の 2割削減の目標

に沿って取り組む。 

20 年度より実施 21 年度 22 年度の事務事業の見直し計

画案を作成（20年 9 月） 

継続して取り組む 

  ○  

①新規事業から維持管理へ

の公共事業の転換 

－    
    

②民間企業や NPO 等の活用 －    

    

③需給予測・コスト計算等の

精査による質・規模の見直

し 

－    

    

Ⅰ 

財
務
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ 

２新手法によ

る投資的経

費の追加的

圧縮 

④公募型競争入札等による

コストの圧縮 

－    
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着 手済

○ 

(H21 完

了 予定

は◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

①特別会計･一般会計の区分

の見直し 

－    
    

②特別会計管理システムの

確立 

－    
    

③一般会計からの繰出の見

直し 

－    
    

３特別会計の

改革 

④国民健康保険事業会計等

の健全化 

－    
    

①５年間で公債発行水準を

800 億円まで削減（除く臨

時財政対策債等） 

－    

    

４公債発行の

削減(一般会

計) 

②臨時財政対策債等の使途

の財政健全化への限定 

－    

    

５戦略的不良

債権処理の

体制構築 

①総合的な財務リスク管理

体制の構築 

－    

    

①未収額の圧縮に向けた取

組の強化 

・国民健康保険料の未収額の圧縮に向けた取組

みを強化し、平成１８年度収納率が平成１７年度

の 85.83%を上回るよう取り組む。 

 

 

平成 17 年度よ

り実施 

・平成２０年１０月に収納対策運営方針を

策定、それに基づき夜間特別対策や休

日督励を実施した。平成 20 年度の目標

は、前年度の収納率を上回ることである

が、後期高齢者医療制度の実施に伴

い、19 年度ベースと同一のベース（後期

高齢者分を含んだ収納率）での収納率を

見ると、19 年度 82.82％に対し 20 年度

86.51%で 3.69%前年度の収納率を上回っ

ていることになる。 

 実収納率では、H20 年 4 月からは被保

険者は 75 歳未満であり、これでの決算

で見ると、前年（H19年度）を 1.50%下回っ

た。(平成 21 年 3 月末現在) 理由として

は、収納率の高い層の 75歳以上の被保

険者層が抜けたためである。 

後期高齢者医療制度等の影響を考慮し、

84.3%を上回る収納率を確保する 

 

  

 

 

◎ 

 

 

    

 

 

 

 

 

６歳入確保策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②効率的で強力な賦課徴収

体制の整備と運営 

－    
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着 手済

○ 

(H21 完

了 予定

は◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

③受益と負担の関係の適正

化 

－    

    

 

④新たな収入源の模索 ・区広報紙・ホームページへの広告を掲載する。 

 

 

 

平成 18 年度に

検討し、平成 19

年度より実施 

・広告掲載に向けた内部検討を開始 

（18 年 4月）    

・広報紙への広告掲載について、市民局

での一括入札を決定(18 年８月) 

・「広告掲載要領」及び「広告掲載審査委

員会設置要綱」を作成 

（18 年 8月） 

・広報紙及びホームページでバナー広告

募集（18 年 10 月） 

・ホームページにバナー広告を掲載 

（18 年 11 月～19年 8 月延べ 59 枠） 

（１９年９月～２０年３月延６１枠） 

（20 年 4月～20年 9 月延 53 枠） 

（20 年 10 月～21年 3 月延 63 枠） 

・広報紙に広告を掲載 

（19 年 5 月～8 月延 4 枠） 

（19 年 9 月～20 年 3 月延１４枠） 

 （20 年 4 月～21 年 3月延 32 枠） 

・庁舎敷地等に自動販売機を設置 

 （19 年 8月 3 台、11 月 2 台 計 5台） 

・庁舎の敷地及び庁舎内に自動販売機

を増設置（20 年 5 月 1台 計 6 台） 

・庁舎内に壁面広告枠を設置（20 年 7 月 

8 枠、10 月 6 枠 計 14 枠） 

・庁舎敷地に自動証明写真機を設置（21

年 1 月 1台） 

・庁舎内に壁面広告枠を増設置（21 年  

4 月 4 枠増 計 18 枠）           

 

・引続きホームページにバナー広告を掲

載（H２１予算７２０千円） 

 

・引続き広報紙に広告を掲載 

 （H２１予算１３２０千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引続き庁舎敷地等に自動販売機・自動

証明写真機設置（H21 予算 2,686 千円） 

・庁舎内に壁面広告枠計１８枠を設置

（H21 予算 1,080 千円） 

 

 

  

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

 

 

 

Ⅱ 

資
産
の
流
動
化 

１施設の利用

率の向上 

①利用者制限の緩和 －    
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着 手済

○ 

(H21 完

了 予定

は◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

②一元的な利用案内情報の

提供 

－    

    

③利用率の向上 ・区民センターの５０％以上の利用率の向上を目

指す。 

平成 18 年度よ

り順次実施 

・免除団体に対する施設利用の促進（18

年 4 月） 

・利用手続きの改正(18 年９月) 

・利用促進の PRの取組み 

（18 年 12 月） 

・コミュニティ協会が非営利団体を後援・

協賛して事業を実施 （1 事業） 

・コミュニティ協会のホームページで施設

の空室情報を提供（19 年 4 月） 

・音楽機器を新設（19 年 4 月）し、大幅な

利用の促進をした 

・各種講習会事業を実施し、施設利用を

促進（19 年 9 月） 

・19 年度コミュニティ協会主催の事業を

倍増（28 事業実施）し、自主事業の収益

並びに利用者の増加を図った 

・20 年度利用率 54.6％ 

・平成 20 年度から当日の空室を自習室

として提供し、利用促進を図ってきた結

果、利用者が定着した。（21 年 4 月） 

・国際児童青少年演劇フェスティバルで

芸術創造館、図書館と連携した事業を実

施し利用促進を図った。(21 年 8 月) 

引き続きつぎの取組を実施していく。 

・文化・芸術性が高く、営利目的でない場

合は、コミ協も後援や協賛する形で利用

率の向上に努める。 

・コミ協とのタイアップ事業を民間業者（調

理専門学校・カルチャー教室など）に働き

かけ、使用料や受講料などでの収益アッ

プを図る。 

・コミ協において特別室を活用した自主事

業を企画する。 

・コミ協のホームページや「COM ネットあさ

ひ」、町会回覧、ダイレクトメールなどによ

り、施設利用のPR を実施する。  

・複合施設としての利点を生かした連携事

業を継続実施し利用率の向上に努める。 

 ◎    

①面積当り経費の削減 －        ２施設の活用

の見直し ②統廃合 －        

①未利用地の処分 －        ３土地の有効

活用の促進 ②転活用の徹底 －    
    

①委託料・出資の見直し －    
    

②法人形態の見直し －    
    

Ⅲ 

グ
ル
ー
プ
経
営
の

質
的
向
上 

１大阪市の関

与の見直し 

③組織運営体制の見直し －    
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着 手済

○ 

(H21 完

了 予定

は◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

①職員採用の凍結。当面 5

年間で 5,000 人を超える職

員数を削減 

－    

    

②共通管理業務の集約及び

民間への業務委託 

－    

    

③監理団体等派遣職員の大

幅な引きあげ 

－    

    

１職員数の削 

 減 

④50 歳からの早期退職制度

の導入 

－    
    

①職員の職種職域を転換(職

員の多能工化)し人事異動

を拡大 

－    

    

②勤務形態の多様化 － 

 

 

   

    

Ⅳ 

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
再
構
築 

２人材の弾力

的運用 

③局部長ポスト等経営層や

専門的分野への外部人材

の登用、 

庁内公募の拡大 

－    

    

１業務プロセ

スの改善 

①共通管理業務の集約 －    
    

・職員のＩＴに対するスキルアップを行い、業務のＩＴ

化の徹底を図る。 

 

平成 18 年度よ

り順次実施 

・ＩＴ研修の実施計画案を作成（18 年 3

月） 

・職員アンケートを実施（１８年６月全員

対象） 

・ＰＣ操作研修実施（・１８年６～８月計１３

回初心者対象・１９年１月計５回初級者

対象） 

・ＰＣ操作研修実施（19 年 8 月 10 回） 

・職員アンケートを実施（平成２０年２月） 

・全職員を対象とした情報セキュリティー

研修を実施（平成２０年３月） 

継続して取り組む 

 ◎   

Ⅴ 

組
織
の
生
産
性
の
向
上 

 

②局・区における業務プロセ

スの改善 

・(仮称)ＩＴリーダーを設置し、技術指導などを行う。 平成 18 年度よ

り順次実施 

・(仮称)ＩＴリーダーの設置に向け検討に

着手(１９年１月) 

・ＩＴリーダー配置要綱の策定及びＩＴリー

ダーの配置（19 年 5 月 10 名・20 年 12

月 ８名・21 年 5月 9 名） 

 

◎    
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着 手済

○ 

(H21 完

了 予定

は◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

・所属内共有サイトによる情報の即時共有化、ペ

ーパーレス化を図る。 

 

平成 18 年度よ

り順次実施 

・所属内共有サイトを開設（18 年 4月） 

・利用を高めるための改良実施（１８年６

月、各課単位→全庁単位） 

・全所属職員向け通知にメールを積極的

に活用している。 

継続して取り組む 

   ◎   

２事業の経営

形態の見直

し 

①民営化・独立法人化など経

営形態の見直し 

－    

    

３アウトソー

シング・民間

委託の推進 

①事務事業全般にわたる民

間委託等の推進 

・証明書発行窓口業務について民間委託の検討・

実施する。 

条件が整い次

第実施 

関係局・区による検討会の開催（18 年 5

月） 

戸籍事務の全市的電算処理化等、全市

的動向を受けて改めて再検討を行う   ○     

  ・窓口案内業務を民間委託し、区民サービスの向

上等を図る。 

 

条件が整い次

第実施 

・公募型指名競争入札の実施(１９年３

月) 

・民間委託の実施（19 年 4 月から） 

継続して取り組む 

 ◎   

①他の法人(大阪府等)との連 

携 

－    

       

②市政全般への民間企業等

との協働の推進 

－ 

 

 

   

    

・地域の人々が交流し、助け合う拠点（地域見守り

支援センター）の設立支援を行う。 

 

平成 19 年度よ

り条件が整い次

第実施 

・雇用施策推進基金を利用して、「あさひ

あったかまちづくり見守り支援事業」の予

算が認められる。（19 年 3月） 

・あさひあったか見守り支援センターを開

設（19 年 7 月～20 年 3月） 

 

◎    

４官民協働(パ

ブック・プラ

イベート・パ

ートナーシ

ップ)の推進 

③市民・地域団体との健全な

協働の推進 

・地域福祉アクションプランを推進する。 

 

 

平成 18 年度よ

り実施 

 

・地域福祉アクションプラン推進委員会・

つくろう会を、あったかまちづくり計画推

進委員会すすめよう会に改組し 19 回会

議を開催（18 年 6 月～２１年８月） 

・和んで座談会（しょうがい当事者・家族・

支援者座談会）を 9回開催（18年 5月～

２１年３月） 

・「たきだしまつり」の開催7回（19年 2月

～２１年 9月） 

・「お守りカード」の配布（18年6月～継続

中） 

・「旭しょうぶ大学」の開講（20 年 11 月～

21 年 3 月、21 年 9 月～） 

・「あったかまちづくり基地」の開設（2１年

2月～3月、21 年 9 月～）  

 

・あったかまちづくり計画推進委員会・すす 

めよう会を開催 5回 

・和んで座談会（しょうがい当事者・家族・

支援者座談会）を開催 3回 

・「たきだしまつり」の開催 3回 

・「お守りカード」の配布 

・その他各種イベントへの参加、ホームペ 

ージ等による啓発広報の実施 

（Ｈ２１予算 ４０６千円） 
・「旭しょうぶ大学」の開講（２１年 9 月～22

年 2 月） 

・「あったかまちづくり基地」の開設（２１年

9月～22年 3 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着 手済

○ 

(H21 完

了 予定

は◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

・登録ボランティア、ＮＰＯ法人に対する活動支援

を強化する。 

平成 17 年度に

検討し、平成 18

年度実施 

・区社会福祉協議会･コミュニティ協会･

区役所３者の検討会を開催（18 年 2 月、

19 年 3 月の 2回） 

・区民センターの広報掲示板、区社会福

祉協議会の輪転機の提供を開始 （19

年 5 月） 

継続実施   

◎ 

 

 

 

・子育て情報のメールマガジンを発行する。 平成 18 年度に

検討着手し、１

９年度に発行 

携帯版メールマガジンの発行開始(平成

19 年 12 月より) 

継続実施   

◎ 

 

 

 

・地域主体の自立活動である子ども見守り活動を

支援する。 

平成 17 年度よ

り順次実施 

 

 

・青少年育成推進会議の事業の一環とし

て、地域全体の一体感と連携を図るた

め、ロゴ入り「安全キャップ」を支給（18年

4 月） 

・各校下子ども見守り隊と区役所が協働

し「子どもの安全を考えるつどい」を開催

（19 年 2月、20 年 2 月） 

・地域の取り組み水準のレベルアップを

図るため、「旭区安全なまちづくり推進協

議会」幹事会で各校下連絡会の設置を

提案。（19 年 3 月） 

・地域安全対策チームを含めた、各校下

子ども見守り隊による「子ども見守り隊連

絡会」を開催（第 1 回 19 年 10 月、第 2

回 ２０年２月、第３回 21 年７月） 

・各校下の子ども見守り隊に対しパトロ

ール物品等を支給（１９年１２月） 

・区民まつりにおいて大阪府警と連携し、

パネル展示し啓発するとともに、各校下の

子ども見守り隊全員分のホイッスルを配布

した（20 年 8月） 

 

 

・「なにわ元気アップ会議」で子ども見守り

隊連絡会が市長との意見交換を実施（21

年 10 月） 

・地域安全対策チームを含めた、各校下

子ども見守り隊による「子ども見守り隊連

絡会」を開催（第 4回 22 年 2 月） 

・各校下子ども見守り隊と区役所が協働し

「子どもの安全を考えるつどい」を開催（22

年 3 月） 

  

 

◎ 
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着 手済

○ 

(H21 完

了 予定

は◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

①局・区経営方針と連動した

行政評価 

・旭区経営戦略会議を設置して、区長マニフェスト

の進捗管理と行政評価を行う。 

平成 17 年度よ

り実施 

・旭区経営戦略会議を設置（18 年 3 月） 

・経営戦略会議において 5部会の残る部

会員を庁内公募実施(18 年 5 月) 

・区取組み方針を策定(19年3月、20年3

月、21 年 3 月) 

・旭区経営戦略会議を開催し、区取組み

方針進捗状況表を作成（19 年 8 月、20

年 8 月、21 年 1 月） 

・経営戦略会議を開催（19年 7月 2回、8

月、9月、11月、20年 3月、8月、10月 2

回、11 月、21 年 1月・9 月 2 回） 

 

経営戦略会議を随時開催し、区長改革マ

ニフェスト及び取組み方針の進捗管理等

を行う 

 

 ◎   

５恒常的評価

体制の構築 

②第三者評価委員会による

独立した包括的評価体制

の確立 

－    

    

①職務給（職務と責任に応じ

た給料）の原則の徹底（級

別標準職務・昇格基準の見

直し） 

－    

    

②新たな人事評価に基づく

勤勉手当成績率の導入と

昇給制度の構築(査定昇給

の導入) 

－    

    

１勤務実績の

給与への反

映 

③特殊勤務手当及び給料の

調整額の抜本的見直し 

－    
    

①希望降任制度の実施 －    
    

Ⅵ 

職
員
の
生
産
性
の
向
上 

２職員の資質

向上のため

の柔軟かつ

厳格な制度

の導入 

②人事評価制度に基づく分

限降任等の仕組みのルー

ル化 

－    
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２．コンプライアンス改革 

局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 

完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

・旭区戦略会議の中に、内部統制システムを確立

するため、内部統制連絡会議を設置する。 

 

 

平成 17 年度より
実施 

・旭区経営戦略会議の設置要綱を制定
し、その中で位置付ける（18 年２月） 
・法令遵守に係る研修会を実施(18 年５
月) 
・内部統制連絡会議を設置(18 年５月) 
・内部統制連絡会議を開催（19年 8月・
9 月・11 月・12 月・20 年 2月） 
・内部統制連絡会議を開催（20 年 4 月 
2 回・5 月・6 月・7 月・8 月・9 月 2 回・12
月・1 月・2 月） 
・内部統制連絡会議を開催(21 年 6 月・
7 月・9 月) 

内部統制連絡会議を随時開催し、事例の
共有化を図る 

  
 
◎ 

 
 
 

 

・職員に対する要望等への適正な対応を確保する

ため、要望等検討委員会を設置する。 

平成 18 年度より
実施 

要望等検討委員会を設置(18 年９月) 継続して取り組む 
 ◎   

①内部統制システムの確立 

・行政対象暴力への対策を推進するため、行政対

象暴力対策連絡協議会の部会を設置する。 

平成 18 年度より
実施 

・行政対象暴力対策連絡協議会旭区役
所部会を設置(18 年 9月) 
・行政対象暴力対策連絡協議会旭区役
所部会を開催（19年6月・20年7月・21
年 2 月・7 月） 

継続して取り組む 

 ◎   

②外部監視制度の構築 －        

１公正確保の

仕組みづく

り 

③入札制度（電子入札）の

改革 

    
    

①情報公開制度の原則公開

運用の定着 

・情報公開制度の原則公開運用及び早期開示し

ていく行政運営スタイルへの転換に向けた全職

員の研修会の実施 

平成 18 年度より
実施 

・講師の決定、研修内容の検討に着(18
年８月) 
・全職員を対象に研修会を実施（18 年
10～11 月計 3回）（１9 年 11、12 月） 

継続して取り組む   
◎ 
 

  

②積極的に情報開示してい

く行政運営スタイルへの

転換 

・同上 同上 同上 同上 
 ◎   

２情報公開の

徹底 

③監理団体・関連団体の情

報公開の徹底 

－    
    

①公会計制度の抜本的見直

し 

－    
    

Ⅰ 

透
明
性
の
確
保 

３財務情報の

開示 

②予算・決算情報のきめ細

かな開示 

－    
    

①安全管理に関する全庁的

な取組体制の確立 

・庁舎での事故防止に向けて安全管理を徹底す

る。 

平成 18 年度より
実施 

・駐車場の駐車台数を減らし、スペース
を広くし、誰もが駐車しやすい駐車場に
整備（19 年 3 月） 
・雨天時のスリップ転倒防止のため床
面モップ拭きの励行（19年 5月） 

・階段の両側に手すりを設置する 

 ◎   

②多発する交通事故の削減

に向けた対策の導入 

－    
    

Ⅱ 

社
会
責
任
の
遂
行 

１「安全」の確

保 

③市民利用施設における事

故の削減に向けた対策の

導入 

－    
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 

 

スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 

完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未 着手

● 

(着手予

定時期) 

・職員全員による積極的な環境活動の取組 

 

 

平成17年度に検
討し、平成 18 年
度より実施 

・職員全員に「環境管理手引き」を配布
（18 年 7月） 
・環境に関する研修を実施（18 年 8 月、               
19 年 8 月、20 年 9 月、21 年 9 月） 

継続的に取り組む   
◎ 

 
 
 

 

・庁舎内食堂等に対する環境目的及び目標達成

のための協力要請を行う。 

同上 ・庁舎内食堂等に対し、昨年度に引続
き、協力要請を行った。（18 年 4 月） 
（19 年 4月、20 年 4 月） 
・庁舎内売店に対し、昨年度に引続き、
協力要請を行った。（21 年 9 月） 

継続的に取り組む 

 ◎   

①大阪市自らが率先した環

境保全行動の強化 

・区民や事業者など地域（各種団体を含む）に対し

て、環境保全に対する取組を発信していく。 

同上 ポスターにより周知（18 年 6 月・11 月、
19 年 6 月・11 月、20 年 6 月・11 月、21
年 6 月） 

継続的に取り組む 
 ◎   

２環境への配

慮 

②環境関連計画の推進 －    
    

①市が保有している個人情

報の必要性の再チェック 

・各種団体事務局が保有する名簿等について必

要性を再チェックを行う。 

平成 17 年度より
順次実施 

・名簿等の必要性について、各課へ探
検を指示（18 年 2 月） 
・各種団体役員名簿の作成について
は、個人の住所、電話番号を除いて作
成（19 年 5 月） 

各種団体役員名簿について平成 19 年 5
月作成分に準じて作成する 

 
 
 

 
 
◎  

 

②委託先業者が保有する個

人情報の保護対策 

・契約締結時に、個人情報保護に関する特記事項

を明示する。 

同上 特記事項の付加について、庁内説明会
を開催し、趣旨の徹底を図る。 
（18年3月、19年6月、20年3月・9月、
21 年 3 月・5 月） 

継続的に取り組む 

 ◎   

Ⅱ 

社
会
責
任
の
遂
行 

３個人情報の

保護 

③市職員自身の個人情報保

護 

・内部利用の名簿について、目的・用途を明確に

し、職員の意見・了解を求める。 

同上 作成の都度、職員の同意を求めている 
 

 
 ◎   

・職員自らが業務を日常的・継続的に見つめ直し

て職場の改善に取組む運動を展開する。 

平成 17 年度より
実施 
 
 
 

・ 職 場 改 善 委 員 会 で あ る 「 SUN 
RISE101」を立ち上げ、継続的に取組
む。（17 年 6月） 
・「職場カイゼン委員会」の再構築、取
組み推進（19 年 6 月） 
・カイゼン甲子園出場（１９年１２月） 
・元気アップサポーターチームを結成
（20 年 7月、21 年 5 月） 
・改善事例共有会で改善事例を報告
（21年 1月） 

継続的に取り組む   
 
 
◎ 

 

 ①職場改善運動の展開 

・大阪市職員行動宣言の取組み運動を展開する。 平成 18年度によ
り実施 

・職員配布の冊子等への宣言内容を記
載する。（18 年 11 月～） 
・旭区経営戦略会議の担当部会で、今
後の取組みを検討（19 年 3 月） 
・行動宣言の小パンフレット作成・配布 
（19 年 9月） 
 

継続的に取り組む 

 ◎   

②新しい職員提案制度の作

り直し 

・    
    

Ⅲ 

職
員
の
自
立
・
自
主
管
理 

１ 自 主 的 改

革・改善の基

盤整備 

③大阪市職員行動指針の策

定 

－        
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３．ガバナンス改革 

局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未着手● 

(着手予定

時期) 

①資源の集中管理体制の確

立 

－    
    

②実効性ある市長の経営補

佐機能の確立 

－    
    

１トップマネ

ジメント機

能の強化 

③横断的課題への対応 －        

①市長に対する局長の責任

の明確化 

・区長の責任を明確にし、区長を議長とした旭区

経営戦略会議を設置し、区政の意思決定機関と

位置付ける。 

平成 17 年度よ

り実施 

・旭区経営戦略会議を設置（18 年 3 月） 

・経営戦略会議において 5部会の残る部

会員を庁内公募実施(18 年 5 月) 

・区取組み方針を策定(19年3月、20年3

月) 

・旭区経営戦略会議を開催し、区取組み

方針進捗状況表を作成（19 年 8 月、20

年 8 月、21 年 1 月） 

・経営戦略会議を開催（19年 7月 2回、8

月、9月、11月、20年 3月、8月、10月 2

回、11 月、21 年 1月・9 月 2 回） 

経営戦略会議を随時開催し、区長改革

マニフェスト及び取組み方針の進捗管理

等を行う 

 

 ◎   

２局と局長、区

と区長の位

置づけと責

任の明確化 

②局・区経営方針と評価シ

ステムの確立 

・区長を議長とした旭区経営戦略会議を設置し、

区政の意思決定機関と位置付けるとともに、評価

も行う。 

同上 同上 同上 

 ◎   

①内部の組織構造の見直し －    
    

Ⅰ
経
営
体
制
の
再
構
築 

３組織の再構

築 

②監理団体のガバナンスの

再構築 

－    
    

①区長への権限の移譲（予

算･人事） 

－    
    

Ⅱ
区
政
改
革 

１区の自律経

営 

②政策形成の強化、機能の

拡大･充実 

・地域要望課題の掘り起こしと区民ニーズの把握

により政策立案に活用する。 

平成 18 年度よ

り実施 

・地域担当者連絡調整会議を開催 （18

年 6 月） 

・地域担当者が地域へ出向いてアンケー

ト調査を行う中で、区民の意見やニーズ

の把握を行ってきた。（18 年 11 月から） 

・アンケート結果の区民ニーズに基づき，

乾電池回収ボックスを各校下の集会所

等に設置（１９年１０月） 

引き続き地域の各種行事・会議等に積

極的に出向き、地域課題や区民ニーズ

の把握に努める 

  

◎ 
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未着手● 

(着手予定

時期) 

・区行政連絡調整会議と区内官公署実務担当者

の活用を図る。 

平成 18 年度よ

り検討し、実施 

・第１回行政連絡調整会議事務局会議を

開催（１８年３月） 

・4 月 5 月の行政連絡調整会議におい

て、区政改革の中で区の権限強化が図

られることになるため、会議のあり方につ

いても区長あいさつの中で総論的な説明

をした。 

・行政連絡調整会議のメンバーの 拡充

（図書館長、地下鉄駅長）を行った。（19

年 4 月） 

・平成１９年度旭区取組み方針を説明

し、議論を行った。 (19 年４月) 

・行政連絡調整会議のメンバーの拡充

（京橋市税事務所長）を行った。（19年11

月） 

・行政連絡調整会議のメンバーの拡充

（芸術創造館館長）を行った。（20 年 4

月） 

・平成20年度旭区取組み方針を説明し、

議論を行った。（20 年 5 月） 

・平成21年度旭区取組み方針を説明し、

議論を行った（21 年 4月） 

   

 

 

◎ 

 

 

 

 

 

２地域に応じ

た業務の再

構築 

①新たな業務単位の検討 ・住民情報担当の証明書等の申請受付方法を拡

充する。 

 

 

平成 17 年度に

検討し、平成 19

年 1月実施 

・４種類の請求書用紙の統一化を図り、

請求書を区内３市施設へ配置（19 年 1

月） 

・区民サービス向上のため、賞状タイプ

の婚姻届受理証明書の発行を積極的に

ＰＲ（平成 19 年 7 月～、19 年度発行 23

件） 

・戸籍法改正に関わって、請求書様式を

一部変更（平成 20年 5月～） 

継続実施   

 

◎ 

 

 

 

 

２地域に応じ

た業務の再

構築 

①新たな業務単位の検討 ・電話による事前予約制度の拡大。 

 

 

平成 18 年度よ

り実施 

・住民票等の電話による事前予約に基づ

く交付サービスを区独自に拡大（18 年

4月） 

継続実施  

◎ 
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13  

局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未着手● 

(着手予定

時期) 

・各種請求・申請書類のインターネット、ファクシミ

リによる受付 

平成 18 年度以

降条件が整い

次第実施 

・各種請求・申請書類のインターネット、

ファクシミリによる受付等の検討を開始。

(19年３月) 

引き続き検討を行うが、すぐに実施は困

難 

   

○ 

 

・一部の税証明書について、電話予約による休日

及び平日夜間の交付サービスを区独自に実施

する。 

平成 18 年度よ

り検討し、実施 

平成１９年２月から実施。    

◎ 

 

 

 

・日曜開庁を試行実施する。 平成 18年 10月

より試行実施 

・１８年１０月より６回実施 

・１９年度実施のあり方を検討(19 年３

月) 

・19 年度 5回実施 

・平成 20年 4月から本格実施（第 4日曜

日 9：00～17：30開庁） 

継続して取り組む  

◎ 
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未着手● 

(着手予定

時期) 

②地域活動のプラットフォ

ームの形成と活動支援 

・「旭区未来わがまちビジョン」の推進 平成 18 年度よ

り実施 

・「旭区未来わがまちビジョン推進会議」

を設置した。(18 年７月) 

・先進地視察を実施（18 年 10 月） 

・「旭わがまちお宝発見隊」の編成の確

認（18 年 12 月） 

・区の独自予算を活用した独自事業（旭

区民音楽祭・あさひ菊まつり開催）の推

進（18 年 11 月） 

・「第 17回花しょうぶフェスティバル」開催

（19 年 6月） 

・「音楽の祭日」参画事業（19 年 6 月） 

・城北公園エリア活性化対策事業（19 年

6 月～20年 3 月） 

・第 2 回旭区民音楽祭２００７開催（19 年

11 月） 

・第 2 回あさひ菊まつり開催事業（19 年

11 月） 

・第 18 回花しょうぶフェスティバル開催

（20 年 6月） 

・「音楽の祭日」参画事業（20 年 6 月） 

・「城北公園元気づくり」プロジェクト(20

年 4月～21年 3月) 

・城北公園エリア活性化対策事業(20 年

4月～21年 3月) 

・第 3 回旭区民音楽祭 2008 開催（20 年

11月） 

・第 3回あさひ菊まつり開催（20年 11月） 

・商店街の空き店舗を活用した文化講習

会事業（20年 6月～21年 2月） 

・第 19 回花しょうぶフェスティバル開催 

（21 年 6月） 

・「音楽の祭日」参画事業（2１年 6月） 

・城北公園エリア活性化対策事業(21年4

月～) 

・「旭区未来わがまちビジョン推進会議」

を随時開催（継続開催） 

・「区民と共につくる“ほっと”なまち旭」

（21年 4月～22年 3月） 

（Ｈ21予算 3,727千円） 

・商店街の空き店舗を活用した文化講習

会事業（2１年 5月～22年 3月） 

（Ｈ21予算 318千円） 

・城北公園エリア活性化対策事業(21 年

4月～22年 3月) （Ｈ21予算 720千円） 

・第 4回旭区民音楽祭 2009開催支援事

業（21年 11月）（Ｈ21予算 300千円） 

・第 4回あさひ菊まつり開催（21年 11月） 

（Ｈ21予算 793千円） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

 



  様式１ 

15  

局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未着手● 

(着手予定

時期) 

・「（仮称）わがまちお宝・名物・名店・名工発見隊」

の編成し、検討会議を開催する。 

 

 

平成 18 年度よ

り順次実施 

・「旭区未来わがまちビジョン推進会議」

の推進委員の一部と広報紙やホームペ

ージで公募委員を募集した。（18 年 11

月） 

・「旭わがまちお宝発見隊」を設置（18 年

12 月） 

・「旭区ブランド」認定に向けた「お宝」の

公募を行った。（19 年 2 月） 

・旭区未来わがまちビジョン推進会 

議に「『旭区ブランド』・『旭わがまちお宝』

認定会議」を立ち上げ、『旭区ブランド』を

認定した。（19 年 6月） 

・区広報紙、区ホームページ等により区

民に公表（19 年 10 月） 

・20 年度も引き続いて、取り組むことを決

定（19 年１１月） 

・「翔ばたけ旭区ブランド」事業(20年 4月

～21年 3月) 

・「旭区ブランド」「旭わがまちお宝」総合

発表会の開催（21年 3月） 

  

 

 

 

 

◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まちづくり関連団体とのネットワークを構築する。 平成 18 年度よ

り順次実施 

・ネットワーク構築を目指した取組みの一

環として、実施されたイベントの運営方法

等のあり方について、評価を行った。（19

年 1 月） 

・地域で活動しているまちづくり活動団体

から推薦されている区民の方々とビジョ

ンの推進に向けた課題等について、議

論を行った。その結果、引き続き、このよ

うな場を継続して持つことが確認された。

（20 年 7月） 

・地域で活動しているまちづくり活動団体

から推薦されている委員や公募の区民

の方々とビジョンの推進に向けた課題等

について、議論を行う場を 21 年度も引き

続き行うことが確認された。（2１年 2月） 

・地域で活動しているまちづくり活動団体

等とビジョンの推進に向けたネットワーク

会議を開催する。（21年 10月） 

 

 

 

◎ 

 

 

 

 

Ⅱ
区
政
改
革 

２地域に応じ       

た業務の再構

築 

②地域活動のプラットフォ

ームの形成と活動支援 
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未着手● 

(着手予定

時期) 

・地域活動を円滑に進めるために、アドバイザーを

派遣する。 

平成 18 年度よ

り順次実施 

「旭区未来わがまちビジョン推進会議」に

アドバイザーを派遣した。(18 年７月) 

(19 年７月) 

・「旭わがまちお宝発見隊運営会議」にア

ドバイザーを派遣した。（20 年 4 月） 

・「旭区未来わがまちビジョン推進会議」

にアドバイザーを派遣した。(21年9月～) 

地域活動を円滑にするため、アドバイザ

ー派遣を行う。（21年 4月～22年 3月） 

 

 

 

 

◎ 

 

    

 

 

 

・所属業務研修を充実・強化する。 

 

平成 18 年度よ

り実施 

・平成 18 年度年間研修実施案を作成

（18 年 3月） 

・人権研修は上半期実施(１８年６月) 

・実務研修等は各課調整を行った上、実

施済(１８年６月) 

・人権研修は下半期(18 年１１月下旬～１

２月上旬)に実施し、新たに防災研修を実

施(１８年１２月、19 年１月・３月)。 

・会計・契約事務研修を実施（19 年 6 月） 

・人権研修を実施（20 年 2月・12 月） 

・会計・契約事務研修を実施（20年 9月、

21 年 3 月） 

・会計・契約事務研修を実施（21 年 5 月） 

継続して取り組む   

 

 

◎ 

 

 

 

・接遇にかかる所属研修を充実する。 

 

平成 17 年度よ

り実施 

・接遇研修を実施するとともに、平成 18

年度年間研修実施案を作成（18 年 3月） 

・研修支援を申請し、東ブロック合同で接

遇研修を実施（平成 18 年 10 月）。 

・課長級職員を対象に実施（19 年 12 月） 

・若手職員を対象に実施（20 年 10 月） 

・中堅職員を対象に実施（21 年 3 月） 

継続して取り組む   

 

◎ 

 

 

 

③区役所の独自取組の推進 

・税務課転出後に庁舎レイアウトを検討し、相談

室・面接室を増設する。 

平成 18 年度よ

り検討し、平成

19 年度に実施 

・レイアウト検討委員会を設置(18 年５月) 

・委員会を３回開催(18 年８月、19 年 2

月、5 月) 

・喫煙コーナーを転用(18 年６月) 

・所属レイアウト案の決定（19 年 6 月） 

・実地調査、実施設計完成(20 年 3 月） 

・完了（20 年 8 月末） 

  

 

◎ 

  

 

 

Ⅱ
区
政
改
革 
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未着手● 

(着手予定

時期) 

・ユニバーサルデザインの理念に基づき、庁舎を

整備する。 

 

 

平成 18 年度よ

り順次実施 

・同上 

・駐車場の駐車台数を減らし、スペース

を広くし、誰もが駐車しやすい駐車場に

整備（19 年 3 月） 

・駐車場の停止線表示（19 年 5 月） 

・授乳室・キッズエリア設置（20 年 8 月） 

・保険年金担当・支援運営担当に個人面

談ブースの設置 

・階段の両側に手すりを設置 

  

 

◎ 

  

・来庁市民の安全確保のため、区庁舎及び保健

福祉センター分館にＡＥＤ(自動体外式除細動器)

を設置する。 

同上 ・ＡＥＤを設置(19 年１月) 

・設置に伴い、18 年度職員の約半数が

普通救命講習会を受講(19 年３月) 

  

◎ 

  

 

 

・区ホームページを充実する。 

 

 

平成 17 年度よ

り実施 

・区ホームページをリニューアルし、内容

も大幅改定（18 年 1 月） 

・新たに区内の地域情報を掲載 

（18 年 5月） 

・「よくある問合せ」の QA を大幅に追加

（１8 年 10 月） 

・入札契約情報など区政の情報を発信

するボタンを追加（18 年 10 月） 

・バナー広告を掲載し、新たな収入源を

確保（18 年 11 月） 

・インターネットを活用したアンケートを実

施（19 年 8 月） 

・区ホームページを見やすいようにリニュ

ーアル （20 年 3月） 

・区内施設の案内地図に銀行・病院を追

加した。 （20 年 2 月） 

・「よくある問合せ」のＱＡを見やすく整理

した（20 年 4 月） 

・大阪市のホームページを CMS でリニュ

ーアル（21 年 3 月） 

・各担当で情報発信（21 年 5 月） 

・メールマガジンでの情報発信開始 

（21 年 6月） 

・インターネットを活用した区民モニター

のアンケートの実施（21 年 6 月～） 

引続き、インターネットを活用したアンケ

ートの実施。 

  

◎ 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ
区
政
改
革 
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未着手● 

(着手予定

時期) 

・子どもの見守りを中心に安全パトロールを行う地

域安全対策業務の拡充を行う。 

可能な取組み

から実施 

・春の交通安全運動「旭区民交通安全大

会」「街頭啓発」に従事（18 年 4月、19 年

4 月、20 年 4 月、21 年 4月） 

・春の地域安全運動「地域防犯パレード」

に従事（21 年 4 月） 

・めいわく駐車・放置自転車追放推進大

会・パレードへの従事（18年6月、19年6

月、20 年 6 月、21 年 6 月） 

・区民まつり会場での巡回パトロール（18

年 8 月、19 年 8 月、20 年 8 月） 

・区民まつりにおいて大阪府警と連携し

啓発事業を実施（20年 8月安パトパネル

展示）（21 年 8 月防犯クイズ） 

・秋の全国交通安全運動「高齢者交通安

全大会」「街頭啓発」に従事（18 年 9 月、

19 年 9 月、20 年 9 月、21 年 9 月） 

・保育所・幼稚園等での園外保育の見守

りや園外防犯訓練（18年9月、21年 2月 

）を実施 

・城北公園事務所と連携し、保育園児と

ともに小公園の石山ペイントを実施（20

年 3 月大宮北公園、21 年 3 月新森南公

園） 

・城北公園事務所と連携し、園外保育で

「みどりとのふれあい」を実施（20年9月） 

・機動性を活かして、選挙掲示板の巡

視・点検（18年 10月、19年 3月・7月・11

月、20 年 1 月、21 年 8 月） 

 

・交通安全・防犯啓発用「紙芝居」「園外

防犯訓練マニュアル」の作成及び出前講

座の開催（20 年 8 月～） 

・市民活動支援事業「青色防犯パトロー

ル」｢落書き消去｣｢地域防犯カメラ設置｣

にかかる地域状況の調査及び地域への

制度周知（21 年 6 月～） 

・秋の地域安全運動への従事（21 年 10

月） 

・年末防犯キャンペーンの企画・実施（21

年 12 月） 

・小公園の石山ペイントの企画・実施（22

年 2 月） 

 

  

 

 

 

◎ 

 

 

 

 

 

 

・職員が自ら地域に出向き、施策等を説明する出

前講座を実施する。 

平成 19 年度よ

り実施 

・講座メニュー等の検討開始(19 年１月) 

・出前講座の開始（19 年 5 月） 

継続して取り組む   

◎ 
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局長・区長改革マニフェスト概要 進 捗 状 況 

大
項
目 

課題 具体的取組 要  旨 スケジュール 

 

実施済みの事項 

(実施年月) 

※記載内容は 21 年 9月末時点のものです。 

 

平成 21 年度の取組予定 

(当初予算額) 

 
完了 

◎ 

実施中 

◎ 

着手済○ 

(H21 完了

予定は

◎) 

未着手● 

(着手予定

時期) 

①能力と実績に基づく新人

事評価制度の導入 

－    

    

１能力・実績に

基づく人事

管理の推進 

②業績評価への目標管理制

度の本格的実施 

－    
    

２キャリア(職

歴提示)開発

の仕組みの

構築 

①課長級以下職員のキャリ

ア(職歴提示)開発制度の

導入 

－    

    

①外部機関（人材）を活用

した職員研修の見直し 

－    
    

Ⅲ
人
材
育
成 

３研修制度の

見直し 

②キャリア(職歴提示)開発

と研修との連動化 

－    
    

１予算編成過

程 

①予算編成過程の公開等 －    
    

Ⅳ
政
策
形
成
過
程
の
高
度
化 

２審議会や第

三者委員会

のあり方の

見直し 

①審議会や第三者委員会の

あり方の見直しと情報公

開 

・新たな条例と規則を遵守する。 平成 17 年度よ

り実施 

条例・規則に沿った事務処理を履行（17

年 10月） 

継続して取り組む   

◎ 

 

 

 

１組合との関

係の見直し 

①組合との関係の明確化 ・組合との交渉・協議結果については、人事課を

通じて情報公開を行う。 

同上 組合との交渉・協議結果については、情

報公開を行う。(平成 18 年度・19 年度・

20年度実績なし) 

継続して取り組む 

 ◎   

Ⅴ
健
全
な
労
使
関
係
の
構
築 

２市民からの

信頼の獲得 

①組合との交渉・協議結果

の情報公開の徹底 

    

    

 

 


